
生産緑地買取手続の流れ

生産緑地に係る主たる従事者等に関する証明書を取得（窓口：みどりの推進課）

買取申出書及び買取希望申出書を都市計画課へ提出

審査

受理 不受理

関係地方公共団体等に買収意向の有無について照会

買い取る旨及び買収先の決定 買い取らない旨の決定

【市等が買い取る場合】

・申請者（所有者）への通知

・価格協議

・契約

・所有権移転登記

・買収完了通知

申出者へ通知

斡旋依頼

斡旋結果の通知斡旋結果の通知

斡旋成立斡旋不調

行為制限の解除

事業等の実施

生産緑地

の存続

都市計画の変更

（生産緑地の変更・廃止）

都市計画の手続

生産緑地

の存続

所有者へ通知

生産緑地

として利用

(市民農園等)

公共施設等の

整備


